
・
入
場
開
始　

午
前
８
時
（
９
時
20

　

分
入
場
受
付
締
切
）

・
式
典
時
間　

午
前
10
時
～
昼
12
時

※
途
中
退
場
不
可
。

▼
ど
こ
で　

山
形
県
総
合
運
動
公
園

総
合
体
育
館

▼
募
集
人
数　

７
０
０
名
程
度

▼
入
場
料　

無
料

▼
申
込
期
間　

６
月
２
日（
金
）ま
で

※
消
印
有
効

▼
申
込
方
法　

次
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
１
人
１
回
（
申
込
人
数
は
４
名

ま
で
）

①
は
が
き　

　

一
般
観
覧
者
募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

　

付
属
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を

　

記
入
の
う
え
郵
送
す
る
。

②
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

　

「
や
ま
が
た
e
申
請
」
の
「
申
込

　

フ
ォ
ー
ム
」
に
必
要
事
項
を
入
力

　

し
送
信
す
る
か
、
申
込
用
紙
（
Ｐ

　

Ｄ
Ｆ
形
式
）
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
・

　

印
刷
し
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う

　

え
封
筒
に
入
れ
、
山
形
県
実
行
委

　

員
会
事
務
局
あ
て
に
郵
送
す
る
。

▼
そ
の
他　

募
集
人
数
を
上
回
る
申

込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
抽
選
と
な
り
、

当
選
者
に
は
６
月
20
日
（
火
）
ま
で

往
復
は
が
き
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

そ
の
後
、
当
選
者
の
う
ち
返
信
は
が

き
に
よ
り
来
場
の
意
思
が
確
認
で
き

た
方
に
、
入
場
用
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
発

送
し
ま
す
。

催
　
し

募
　
集

や
ま
が
た
森
の
感
謝
祭
２
０
１
７

▼
い
つ　

６
月
３
日
（
土
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

▼
ど
こ
で　

尾
花
沢
市　

徳
良
湖
畔

こ
ど
も
広
場

▼
内
容

①
森
づ
く
り
活
動
（
ウ
ッ
ド
チ
ッ
プ

　

敷
き
、
下
草
刈
り
）

②
森
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
（
竹
ポ
ッ
ト

　

で
苗
づ
く
り
を
し
ま
す
）

③
体
験
・
物
販
コ
ー
ナ
ー
（
木
工
教

　

室
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
、
特
産

　

品
の
販
売
な
ど
）

④
森
の
抽
選
会
（
お
子
さ
ん
対
象
の

　

抽
選
会
、
う
れ
し
い
景
品
が
い
っ

　

ぱ
い
あ
り
ま
す
）

▼
参
加
料　

無
料

※
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
が
、

①
森
づ
く
り
活
動
に
つ
い
て
は
事
前

の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

や
ま
が
た
森
の
感
謝
祭
実
行
委
員
会

（
山
形
県
村
山
総
合
支
庁
森
林
整
備
課
）

☎
０
２
３

－

６
２
１

－

８
１
５
６　

　

白
鷹
町
民
登
山

　

残
雪
と
新
緑
の
葉
山
へ
登
ろ
う

▼
い
つ　

５
月
28
日
（
日
）

　

午
前
８
時
集
合
（
悪
天
候
中
止
）

▼
集
合
場
所　

上
ノ
台
公
園
（
横
田

尻
）

▼
持
ち
物　
　

昼
食
、
雨
具
、
飲
料

水
、
防
寒
具
（
必
携
）
登
山
の
で
き

る
装
備
、
服
装
で

▼
参
加
料　

５
０
０
円
（
写
真
・
保

険
料
）

▼
申
込
締
切　

５
月
23
日
（
火
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

白
鷹
山
岳
会
事
務
局

伊
藤　

☎
85

－

４
２
７
６

舩
山　

☎
85

－

０
１
７
７

　

全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会

　

総
合
開
会
式
一
般
観
覧
者
募
集

▼
い
つ　

７
月
28
日
（
金
）

  nformation
　　　　　インフォメーション

情報アラカルト

　白鷹町役場　☎８５- ２１１１

　町では、白鷹町第２次環境基本計画及びエネル
ギー計画に基づき、再生可能エネルギーの普及推
進を図るため、個人住宅への太陽光発電設備・木
質バイオマス燃焼機器（ペレットストーブ及び薪
ストーブ）の導入を支援します。　
●補助金額　
・太陽光発電設備（※家庭用10kw未満対象）　
　発電出力１kw あたり 25,000円
・木質バイオマス燃焼機器

　機器導入費用の１／２
●交付対象者　町内に住所を有し、かつ自ら居住
　する住宅（予定を含む）を対象として県の平成

　29年度再生可能エネルギー設備導入事業費補
　助金の申込が受理決定された方（県内施工業者
　が設置する工事が対象）。また、町税等の滞納
　がない方。
●申請期限　平成30年２月28日（水）必着
●募集件数　先着順で予算の範囲内
●他補助金との併用　住宅リフォーム総合支援事
　業との併用はできません。詳しい内容や申請方
　法はお問い合わせください。

【問い合わせ】
町民課くらし環境係　☎85-6131

【再生可能エネルギー推進事業】

住宅用太陽光発電設備・木質バイオマス燃焼機器（ペレットストーブ及び薪ストーブ）

の導入を支援します　
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